
　
平
成
19
年
分
の
所
得
税
が
納
め
過
ぎ
に
な
っ
て
い
る
方
は
、
還
付
を
受

け
る
た
め
の
確
定
申
告
（
還
付
申
告
）
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

　
源
泉
徴
収
票
を
お
持
ち
で
所
得
税
が
還
付
に
な
る
方
は
、
申
告
期
間
前

に
提
出
が
で
き
る
こ
の
機
会
に
、
ぜ
ひ
、
ご
参
加
く
だ
さ
い
。
 

務
署
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。
 

  　
開
催
日
に
よ
っ
て
還
付
申
告
の
受
付

対
象
者
が
異
な
る
の
で
、
ご
注
意
く
だ

さ
い
。 

●
確
定
申
告
に
関
す
る
情
報
は
、
国
税
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。
 

http//w
w
w
.nta.go.jp

  　
次
の
う
ち
、
源
泉
徴
収
票
を
お
持
ち
で

所
得
税
が
還
付
に
な
る
方
 

①
年
金
受
給
者
の
方
 

滷
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
や
年
金
受
給
者
で
医
療

費
控
除
の
適
用
を
受
け
る
方
 

澆
退
職
し
年
末
調
整
が
済
ん
で
い
な
い
方
 

④
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
住
宅
借
入
金
等
特
別

控
除
の
適
用
を
受
け
る
方
 

  　
申
告
者
本
人
名
義
の
預
貯
金
で
金
融
機

関
名
と
口
座
番
号
の
分
か
る
も
の
、
印
鑑
、

筆
記
用
具
、
電
卓
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

こ
の
ほ
か
、
申
告
す
る
内
容
に
応
じ
て
次

の
も
の
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
 

①
公
的
年
金
等
の
申
告
を
す
る
場
合
 

・
平
成
１９
年
分
の
公
的
年
金
等
の
源
泉

徴
収
票
（
原
本
）
 

・
社
会
保
険
料
（
健
康
保
険
料
等
）
、
生

命
保
険
料
、
地
震
保
険
料
な
ど
の
支

払
証
明
書
《
加
入
先
保
険
会
社
等
で

発
行
》
 

滷
医
療
費
控
除
を
受
け
る
場
合
 

・
平
成
１９
年
分
の
給
与
所
得
、
ま
た
は

公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
（
原
本
）
 

・
平
成
１９
年
中
に
支
払
っ
た
医
療
費
の

領
収
書
（
病
院
ご
と
に
集
計
し
て
お

持
ち
く
だ
さ
い
）
 

・
支
払
っ
た
医
療
費
に
対
し
て
、
健
康
保

険
組
合
な
ど
か
ら
給
付
を
受
け
た
出

産
育
児
一
時
金
や
保
険
金
な
ど
で
補

て
ん
さ
れ
た
金
額
が
分
か
る
書
類
 

澆
退
職
し
年
末
調
整
が
済
ん
で
い
な
い
場

合
 

・
平
成
１９
年
分
の
給
与
所
得
の
源
泉
徴

収
票
（
原
本
）
 

・
社
会
保
険
料
（
健
康
保
険
料
等
）
、
生

命
保
険
料
、
地
震
保
険
料
な
ど
の
支

払
証
明
書
《
加
入
先
保
険
会
社
等
で

発
行
》
 

④
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
受
け
る
場

合
 

・
平
成
１９
年
分
の
給
与
所
得
、
ま
た
は

公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
（
原
本
）
 

・
住
民
票
《
市
役
所
市
民
課
・
市
役
所
駅

前
出
張
所
な
ど
で
交
付
》
 

・
家
屋
の
登
記
事
項
証
明
書
《
さ
い
た
ま

地
方
法
務
局
草
加
出
張
所
で
交
付
》
 

・
請
負
契
約
書
や
売
買
契
約
書
な
ど
家
屋

取
得
の
分
か
る
書
類
の
写
し
 

・
住
宅
取
得
資
金
に
か
か
る
借
入
金
の
年

末
残
高
等
証
明
書
《
借
入
先
金
融
機

関
等
で
発
行
》
 

※
増
改
築
等
の
場
合
、
こ
の
ほ
か
に
建
築

確
認
通
知
書
の
写
し
、
検
査
済
証
の

写
し
ま
た
は
建
築
士
か
ら
交
付
を
受

け
た
増
改
築
等
工
事
証
明
書
が
必
要
。
 

※
敷
地
等
に
か
か
る
借
入
金
に
つ
い
て
適

用
を
受
け
る
場
合
は
、
こ
の
ほ
か
に

敷
地
等
の
登
記
事
項
証
明
書
、
そ
の

敷
地
等
の
分
譲
に
か
か
る
売
買
契
約

書
等
の
書
類
の
写
し
が
必
要
（
家
屋

の
取
得
等
に
か
か
る
借
入
金
の
年
末

残
高
が
あ
る
場
合
に
限
る
）。
 

※
中
古
住
宅
を
購
入
さ
れ
た
方
は
、
控
除

適
用
の
要
件
が
あ
る
の
で
、
越
谷
税
務
 

　
関
東
信
越
税
理
士
会
越
谷
支
部
に
属

す
る
税
理
士
事
務
所
に
お
い
て
、
少
額

な
所
得
税
の
申
告
相
談
お
よ
び
確
定
申

告
書
の
作
成
を
無
料
（
相
談
内
容
に
よ

っ
て
は
、
有
料
の
場
合
あ
り
）
で
行
い

ま
す
。
最
寄
り
の
税
理
士
事
務
所
ま
た

は
関
東
信
越
税
理
士
会
越
谷
支
部
事
務

局
（
蕁
９６２
・
６
１
３
１
）
に
連
絡
の
う

え
、
お
出
掛
け
く
だ
さ
い
。
 

　
２
月
１
日
（
金
）
〜
１５
日
（
金
）
 

　
※
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
 

年
金
受
給
者
の
方
、
給
与
所
得
者
で

医
療
費
控
除
を
受
け
る
方
、
年
の
途

中
で
退
職
し
た
方 

対
象
と
な
る
方
 

還
付
申
告
受
付
日
程
 

申
告
に
必
要
な
も
の
 

確
定
申
告
に
つ
い
て
の
お
問
い
合
わ
せ
は
、
 

越
谷
税
務
署
へ
 

蕁
９６５
・
8
1
1
１
 

午前９時30分～10時30分 
午後１時～３時 ２月 6 日貉 

 7 日貅 

・初めて住宅借入金等特別控除を受ける方  
・２年目以降も確定申告で住宅借入金等特別控
除を受ける方  
・住宅借入金等特別控除と医療費控除のある方  
・給与所得で医療費控除のある方 

※午前中は、混雑が予
想されます。状況によ
っては、午前の受け付
けでも午後になること
があります。あらかじ
めご了承ください。 

２月 8 日貊 
12日貂～ 
  　14日貅 

・公的年金等の受給者の方  
・公的年金等の受給者で医療費控除のある方  
・公的年金等と給与所得のある方  
・退職し年末調整が済んでいない方 

◇八潮メセナ会場（２階集会室） 

（２） 平成20年1月10日 No.686広報 

所
得
税
の
還
付
申
告
会
開
催 

開催日 受付時間 還付申告受付対象者 

開催日 受付時間 還付申告受付対象者 

午前９時～11時 
午後１時～４時 

午前９時30分～11時 
午後１時～３時30分 

1月 4 日貊～ 
　２月15日貊 
※土・日・祝日を 
　除く 

所得税の還付申告全般 

◇越谷税務署 

2月18日豺 

開催日 

八條公民館 

2月19日貂 資料館 

2月20日貉 ゆまにて 

2月21日貅 古新田公民館 

2月22日貊 大曽根中公民館 

2月25日豺～ 
3月17日豺 
※土、日を除く 

八潮メセナ 
（1階展示室） 

受付会場 

午前９時～11時 
午後１時～４時 

受付時間 

税
理
士
事
務
所
に
お
け
る
 

相
談
お
よ
び
申
告
書
の
作
成
 

問 

市
民
税
課
 

蕁
 
2
0
6
、
2
9
1

内 

　
平
成
１９
年
度
か
ら
実
施
さ
れ

た
所
得
税
か
ら
住
民
税
へ
の
税

源
移
譲
に
よ
り
、
所
得
税
の
額

が
減
少
し
、
住
宅
ロ
ー
ン
控
除

が
所
得
税
か
ら
控
除
し
き
れ
な

く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ

こ
で
税
負
担
が
変
わ
ら
な
い
よ

う
に
す
る
た
め
、
住
民
税
に
よ

る
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
制
度
が
設

け
ら
れ
ま
し
た
。
　
 

　
平
成
１８
年
末
ま
で
居
住
し
、

所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を

受
け
て
い
る
方
で
、
所
得
税
か

ら
控
除
し
き
れ
な
か
っ
た
額
が

あ
る
場
合
は
、
申
告
す
る
こ
と

に
よ
り
、
翌
年
度
の
住
民
税
（
所

得
割
）
か
ら
税
額
控
除
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
 

　
な
お
、
申
告
を
し
な
い
と
住

民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
は
受

け
ら
れ
ま
せ
ん
。
 

            　
次
の
要
件
す
べ
て
に
あ
て
は
ま
る
方
 

①
既
に
所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を

受
け
て
い
る
方
 

滷
平
成
１１
年
か
ら
平
成
１８
年
ま
で
に
居

住
し
た
方
 

澆
税
源
移
譲
に
よ
り
所
得
税
額
が
減
額
し
、

所
得
税
か
ら
控
除
し
き
れ
な
い
住
宅

ロ
ー
ン
控
除
の
金
額
が
あ
っ
た
方
 

 　
「
所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
限
度
額
」

と
「
税
源
移
譲
前
の
税
率
で
計
算
し
た

所
得
税
額
」
の
い
ず
れ
か
少
な
い
金
額

か
ら
、
「
所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
額
」

を
差
し
引
い
た
金
額
が
、
申
告
す
る
こ

と
に
よ
り
、
平
成
２０
年
度
の
住
民
税
（
所

得
割
）
か
ら
税
額
控
除
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
（
平
成
２０
年
度
か
ら
２８
年
度
ま

で
適
用
）。
※
左
図
参
照
 

                         　
毎
年
の
所
得
税
額
お
よ
び
住
宅
ロ
ー

ン
残
高
が
変
わ
る
た
め
、
控
除
期
間
中

は
毎
年
「
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控

除
申
告
書
」
の
提
出
が
必
要
で
す
。
 

　
申
告
期
限
　

毎
年
３
月
１５
日
ま
で
 

（
平
成
２０
年
は
３
月
１７
日
ま
で
）
 

　
提
出
先
 

◎
源
泉
徴
収
票
を
お
持
ち
の
方
 

　
年
末
調
整
済
み
の
源
泉
徴
収
票
を
お

持
ち
の
方
で
、
源
泉
徴
収
票
の
摘
要
欄

に
「
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
可
能
額
」

の
記
載
が
あ
り
「
住
宅
借
入
金
等
特
別

控
除
の
額
」
よ
り
大
き
い
場
合
が
対
象

と
な
る
た
め
、
金
額
を
お
確
か
め
の
う
え
、

「
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
申
告
書
」

を
源
泉
徴
収
票
と
と
も
に
、
市
民
税
課

へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
「
住
宅
借
入

金
等
特
別
税
額
控
除
申
告
書
」
は
、
控

除
が
可
能
と
思
わ
れ
る
方
へ
１
月
中
旬

に
発
送
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
 

◎
確
定
申
告
を
す
る
方
 

　
所
得
税
の
確
定
申
告
書
と
と
も
に
「
住

宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
申
告
書
」

を
税
務
署
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
「
住

宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
申
告
書
」
は
、

税
務
署
ま
た
は
市
民
税
課
に
確
定
申
告

受
付
開
始
日
（
２
月
１８
日
）
ま
で
に
用

意
し
ま
す
。
 

　
市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
に
 

　
つ
い
て
 

 　
市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
受
け
付
け
は
、

左
表
の
と
お
り
行
い
ま
す
。
詳
細
は
広

報
や
し
お
２
月
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
 

対
象
と
な
る
方
 

申
告
期
限
・
提
出
先
 

控
除
内
容
 

住
民
税
の
住
宅
借
入
金
等

住
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
 

特
別
税
額
控
除
制
度
に
つ
い
て

特
別
税
額
控
除
制
度
に
つ
い
て
 

住
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
 

特
別
税
額
控
除
制
度
に
つ
い
て
 

税
務
署
・
税
理
士
会
主
催
 

主催…２月６日から８日までは越谷税務署 
　　　２月８日から１４日までは関東信越税理士会越谷支部 

□日
  □対

 

〈次のいずれか少ない金額〉 
・所得税の住宅ローン控除
限度額 

・税源移譲前の税率で計算
した平成19年分所得税額 

税源移譲後の
税率で計算し
た平成19年分
所得税額 

平成20年度の
住民税（所得
割）から税額
控除される額 


